
富山県立大学科学研究費補助金等内部監査実施要領 

 

（目 的） 

第１条 この要領は、富山県立大学（以下「本学」という。）における科学研究費補助金等（以下「補

助金」という。）の内部監査（以下「監査」という。）の実施に関し必要な事項を定め、補助金の

会計経理の適正を図ることを目的とする。 

 

（対象研究機関） 

第２条 対象研究機関は、富山県立大学とする。 

 

（監査の対象となる研究資金） 

第３条 監査の対象となる研究資金は、富山県立大学競争的研究資金等に関する取扱規程第２条に

規定するものとする 

 

（監査の対象研究課題） 

第４条 監査の対象研究課題は、監査を実施する年度の前年度に補助金の交付を受けていた補助事

業とする。ただし、監査を実施する年度の前年度に補助金の交付を受けていない場合は、監査を

実施する年度の補助事業とする。 

 

（監査の区分等） 

第５条 監査は、書面による監査（以下「通常監査」という。）と通常監査の一部を対象とした特別

の監査（以下「特別監査」という。）に区分する。 

２ 前項に規定する監査に加え、科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成及び科学研究費補助

金）に関しては、不正が発生するリスクの高い支出項目（以下「特定項目」という。）に関し、理

事長が毎年度テーマを設定し、ヒアリング等により行う監査（以下「リスクアプローチ監査」と

いう。）を実施する。 

 

（監査員） 

第６条 監査員は、主査１名、書記３名とし、教員及び事務局職員（補助金の経理執行に直接携わ

る者を除く。）のうちから理事長がこれを命ずるものとする。 

２ 主査は事務局職員をもって充てる。 

 

（監査件数） 

第７条 通常監査は、監査を実施する年度において、研究機関ごとに研究代表者として補助金

の交付を受けている研究課題数の１０％以上又は研究課題ごとに支出書類件数の１０％以上



を対象とする。 

２ 特別監査は、通常監査を行う補助事業又は支出書類件数のうち１０％以上を対象とする。 

３ リスクアプローチ監査は、監査を実施する年度において、研究機関ごとに研究代表者とし

て科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成及び科学研究費補助金）の交付を受けている

研究課題数の２％以上を対象とする。 

 

（監査対象研究課題の抽出等） 

第８条 通常監査の対象課題は、無作為により理事長が抽出する。 

２ 特別監査の対象課題は、通常監査を行う対象課題のうち、補助金の執行状況を確認のうえ候補

を選び、その中から無作為により理事長が抽出する。 

３ リスクアプローチ監査の対象課題は、特定項目に係る支出実績を確認のうえ候補を選び、その

中から無作為により理事長が抽出する。ただし、通常監査の対象となった研究課題は、リスクア

プローチ監査の対象としないものとする。 

４ 理事長は、監査を実施しようとするときは、あらかじめその期日及び監査員の氏名、その他必

要な事項を補助金事務担当者及び対象研究課題を担当する本学教員（以下「担当者等」という。）

に通知するものとする。 

 

（監査の実施項目） 

第９条 監査員は、次の各号に掲げる事項について監査をしなければならない。 

（１） 契約内容と履行状況の確認に関する事項 

（２） 購入物品等の利用状況に関する事項 

（３） 帳簿及び証拠書類に関する事項 

（４） その他理事長が必要と認める事項 

２ 監査員は、あらかじめ理事長が定める監査実施細目に基づいて監査しなければならない。 

 

（監査の出席） 

第 10条 第８条第４項の通知を受けた担当者等は、監査に出席しなければならない。 

２ 監査員は、監査に当たって担当者等に説明又は資料の提出を求めることができる。 

 

（監査の実施報告） 

第 11条 監査員は、監査が終了したときは、速やかに別に定める監査実施状況報告書を作成し、事

務局長を経由し、理事長に報告しなければならない。 

 

（監査による是正改善措置） 

第12条 理事長は、監査の結果、会計経理に関し是正改善を必要とする事項があると認めるときは、



事務局長にその措置を命ずるものとする。 

２ 事務局長は、前項の規定により、是正改善の措置をとることを命ぜられたときは、直ちにその

措置をとらなければならない。 

 

（雑則） 

第13条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 


